
南関東防衛局達第１４号

特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８号）第５３条の

規定に基づき、南関東防衛局における特別防衛秘密の保護に関する達を次のように

定める。

平成１９年９月１日

南関東防衛局長 齊藤 敏夫

南関東防衛局における特別防衛秘密の保護に関する達

改正 平成２０年 ７月 １日南関東防衛局達第１２号

平成２１年 ５月２５日南関東防衛局達第１０号

平成２２年 ６月２５日南関東防衛局達第 ３号

平成２３年 ４月 １日南関東防衛局達第 ４号

令和 ３年 ７月 １日南関東防衛局達第 ３号

（用語の定義）

第１条 この達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 特別防衛秘密 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法（昭和２９年法律

第１６６号）第１条第３項に規定する特別防衛秘密をいう。

(2) 関係職員 特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８

。 「 」 。） 。号 以下 特別防秘訓令 という 第２条第３項に規定する関係職員をいう

(3) 管理者 特別防秘訓令第２条第３項第１号に規定する管理者をいう。

(4) 保全責任者 特別防秘訓令第４条第１項に規定する保全責任者をいう。

(5) 取扱者 特別防秘訓令第２条第３項第３号に規定する取扱者をいう。

（管理者）

第２条 特別防秘訓令第２条第３項第１号キに規定する地方防衛局長の指定した者

は、防衛事務所長とする。

（関係職員）

第３条 特別防秘訓令第２条第３項第６号に規定する官房長等の指定した者は、管

理者とする。

（保全責任者）

第４条 特別防秘訓令第４条第１項に規定する官房長等の指定した者は、管理者と

する。

２ 管理者は、特別防秘訓令第４条第１項又は第４項の規定により、保全責任者又

特
は保全責任者の職務を代行する職員を指定するときは、別記第１号様式による



特

別防衛秘密保全責任者指定書
により、部下職員である行政職俸給表（一）

別防衛秘密保全責任者代行者指定書

の職務の４級（防衛事務所にあっては３級）以上の職にある者及び佐たる自衛官

の中から指定しなければならない。

３ 管理者は、前項の規定により保全責任者又は保全責任者の職務を代行する職員

を指定したときは、南関東防衛局長（以下「局長」という ）に報告しなければ。

ならない。

４ 保全責任者の職務上の上級者である管理者は、特別防秘訓令第４条第３項の規

定により保全責任者の補助者を指定したときは 南関東防衛局総務部長 以下 総、 （ 「

務部長」という ）へ報告しなければならない。。

（取扱者）

第５条 特別防秘訓令第３条の規定に基づく取扱者の指定は、別記第２号様式によ

り行うものとする。

（特定特別防衛秘密の取扱者の指定）

第６条 管理者は、必要に応じ、特別防秘訓令第１５条に規定する特定特別防衛秘

密についての取扱者の指定を局長に申請するものとする。

２ 局長は、前項の申請があったときは、特別防秘訓令第３条の規定に基づき、当

該取扱者に指定する者に別記第３号様式による特定特別防衛秘密の取扱者の証を

交付する。

（保全教育）

第７条 特別防秘訓令第９条の規定による保全教育は、第２２条第１項の規定によ

る定期検査と併せて実施するものとする。

２ 局長は、前項の保全教育のほか、必要があると認めるときは、特別防衛秘密の

保全のための教育を臨時に実施するものとする。

（近接制限）

第８条 特別防秘訓令第１０条第１項に規定する官房長等の指定した者は、管理者

とする。

２ 削除

（機器持込み制限）

第８条の２ 管理者は、特別防衛秘密を取り扱う執務室（障壁等により物理的に隔

離した区画においてのみ特別防衛秘密を取り扱う場合には当該区画に限る （以。）

下「執務室」という ）において特別防衛秘密に係る事務（接受、閲覧、点検、。

破棄等をいう ）を実施するときは、当該執務室への携帯型情報通信・記録機器。

の持込みを制限するものとする。



２ 前項の執務室には、別記第３号の２様式による携帯型情報通信・記録機器の持

込みを制限する旨の掲示を行うものとする。

（紛失時等の措置）

第９条 特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件が紛失し、漏えい

し、若しくは破壊されたとき、又はそれらの疑い若しくはおそれがあるときは、

特別防秘訓令第１４条第１項の規定による措置をとるほか、関係職員は、次の各

号に掲げる事項について調査し、所見を添えて局長に報告しなければならない。

(1) 事故発生（発生の疑い又はおそれがある場合を含む ）の日時及び場所。

(2) 事故に関係のある職員の所属、官職及び氏名

(3) 事故に係る特別防衛秘密の種類、名称及び登録番号

(4) 事故の経過

(5) 事故の及ぼす影響

(6) 事故発生に際し、関係職員のとった措置

(7) その他必要な事項

（秘密区分の上申）

第１０条 アメリカ合衆国政府（以下「米国」という ）から特別防衛秘密に属す。

る事項若しくは文書、図画若しくは物件を供与された者又は特別防衛秘密に属す

る文書、図画若しくは物件を複製若しくは製作した者若しくは特別防秘訓令第２

３条第１項の規定によりこれらの複製若しくは製作の承認を求めようとする者

は、局長に上申しなければならない。

、 （ 。） 、２ 前項の上申は 米国の秘密区分を明示した書面 電磁的記録を含む を添え

書面又は電磁的記録により、次の各号に掲げる事項を付して行わなければならな

い。

(1) 種類

(2) 名称（番号、記号等を含む ）。

(3) 数量

(4) 交付者及び接受者又は複製若しくは製作した者若しくは複製若しくは製作し

ようとする者の官職及び氏名

(5) 接受年月日又は複製若しくは製作した年月日若しくは複製若しくは製作しよ

うとする年月日

(6) 接受場所又は複製若しくは製作した場所若しくは複製若しくは製作しようと

する場所

（通知の上申）

第１１条 特別防衛秘密に関し、施行令第２条第４項又は第４条に規定する通知の

必要があるときは、その旨を局長に上申しなければならない。



（複製等）

第１２条 管理者及びその職務上の上級者は、特別防衛秘密に属する文書、図画又

は物件を複製又は製作するときは、あらかじめその理由、数量、送付先、委託先

等を明示した書面又は電磁的記録により、局長に上申しなければならない。

２ 管理者及びその職務上の上級者は、特別防秘訓令第２５条に規定する防衛大臣

、 、の承認を受ける必要があるときは その理由を付した書面又は電磁的記録により

局長に上申しなければならない。

（外部への送達及び伝達）

第１３条 管理者及びその職務上の上級者は、特別防秘訓令第３０条第１項本文の

規定により、特別防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を防衛省以

外の者に伝達又は送達するため、防衛大臣の許可を受ける必要があるときは、あ

らかじめその理由を付した書面又は電磁的記録により、局長に上申しなければな

らない。

２ 管理者及びその職務上の上級者は、特別防秘訓令第３０条第２項に規定する官

房長等の許可を受ける必要があるときは、その理由を付した書面又は電磁的記録

により、局長に申請しなければならない。

（文書、図画及び物件以外の方法による伝達）

第１４条 特別防衛秘密に属する事項を文書、図画及び物件並びに口頭及び電気通

信以外の方法により伝達するときは、その方法に関し、総務部長の承認を得なけ

ればならない。

（送達の方法の特例）

第１５条 特別防秘訓令第３２条第３項第３号に規定する送達することができない

とき又は送達することが不適当であると認めるときは、その他の送達の方法につ

いて、総務部長の指示を求めなければならない。

（受領証）

第１６条 特別防秘訓令第３５条に規定する受領証の様式は、別記第４号様式とす

る。

（特別防衛秘密記録簿等）

第１７条 特別防秘訓令第３７条第２項に規定する官房長等の定める簿冊は、別記

第５号様式による特別防衛秘密記録簿とする。

２ 保全責任者は、特別防衛秘密に属する文書、図画又は物件について、接受、保

管、貸出し、通知、送達、回収又は破棄が行われたときは、その旨を速やかに特

別防衛秘密記録簿に登載するものとする。

３ 管理者及びその職務上の上級者は、特別防秘訓令第３９条第１項ただし書に規

定する防衛大臣の許可を受ける必要があるときは、あらかじめその理由を付した



書面又は電磁的記録により、局長に上申しなければならない。

４ 管理者及びその職務上の上級者は、特別防秘訓令第３９条第２項に規定する官

房長等の許可を受ける必要があるときは、その理由を付した書面又は電磁的記録

により、局長に申請しなければならない。

（保管の方法の特例）

第１８条 特別防秘訓令第４０条第１項に規定する容器により保管することができ

ないときは、管理者の指示を求めなければならない。

（閲覧の方法）

第１９条 保全責任者は、特別防衛秘密の文書、図画又は物件を閲覧に供するとき

は、別記第６号様式による特別防衛秘密文書等閲覧簿に必要事項を記載し、管理

者の承認を得なければならない。

２ 管理者は、努めてその保管場所又は保全に適する場所を閲覧場所に指定しなけ

ればならない。

（保管状況の点検）

第２０条 保全責任者は、その保管にかかる特別防衛秘密に属する文書、図画又は

物件についての保管の状況を毎月末点検を実施し、別記第７号様式により管理者

の確認を得なければならない。

第２１条 削除

（定期検査及び臨時検査）

第２２条 特別防秘訓令第４７条第１項に規定する定期検査は、局長が指定する職

員が毎年６月末日現在の状況について、７月末日までに行い、１２月末日現在の

状況について、翌年の１月末日までに行い、速やかに、その結果について局長に

報告しなければならない。

２ 特別防秘訓令第４７条第２項の規定による臨時検査は、局長が必要と認めたと

きに、定期検査の例により行うものとする。

（引継時の検査）

第２３条 管理者は、保全責任者が交代したときは、新旧保全責任者の引継を確実

に行わせ、その状況を検査しなければならない。

２ 前項の引継検査を証するため、別記第８号様式の引継証明書により責任の所在

を明らかにしておくものとする。

（簿冊等の保存期間）

第２４条 この達において規定する簿冊等の分類、作成、保存、廃棄その他の管理

に関する事項については、防衛省行政文書管理規則（平成２３年防衛省訓令第１

５号）の定めるところによる。

（実施の細目）



第２５条 この達の実施に関し必要な細目は、総務部長が定める。

附 則

この達は、平成１９年９月１日から施行する。

附 則（平成２０年南関東防衛局達第１２号）

（施行期日）

１ この達は、平成２０年７月１日から施行する。

２ この達による改正後の南関東防衛局における秘密保全に関する達第２条、南関

東防衛局における防衛秘密の保護に関する達第２条及び南関東防衛局における特

別防衛秘密の保護に関する達第２条の規定は、平成２０年３月２６日から適用す

る。

（経過措置）

３ この達の施行の際に現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを

修正した上で使用することができる。

附 則（平成２１年南関東防衛局達第１０号 （抄））

、 、 。１ この達は 平成２１年５月２５日に施行し 平成２１年４月１日から適用する

附 則（平成２２年南関東防衛局達第３号）

この達は、平成２２年６月２５日から施行する。

附 則（平成２３年南関東防衛局達第４号）

（施行期日）

第１条 この達は、平成２３年４月１日から施行する。

附 則（令和３年南関東防衛局達第３号）

この達は、令和３年７月１日から施行する。



（別記）

第１号様式（第４条関係）

特 別 防 衛 秘 密 保 全 責 任 者 指 定 書

特別防衛秘密保全責任者代行者指定書

（氏名） （職又は所属）

（官級又は階級）

特別防衛秘密の保護に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第３８号）第４条

に規定する保全責任者［保全責任者代行者］を命ずる。

年 月 日

指定者

官 職 氏 名［管理者］



第２号様式（第５条関係）

特 別 防 衛 秘 密 取 扱 者 指 定 簿

指 定 解 除

番号 秘密の 局 長 局 長 備 考
職 名 階 級 氏 名 確認 年 月 日 年 月 日

種 類 確 認 確 認



第３号様式（第６条関係）

（表面）

第 号

特定特別防衛秘密の取扱者の証

所 属

写 真 官 名

氏 名

年 月 日生

上記の者は、特定特別防衛秘密の取扱者であるこ

とを証明する。

年 月 日

年 月 日

まで有効 南関東防衛局長 印

（裏面）

取り扱う特定特別防衛秘密の名称は、□にレを付したものである。

□ ○○○○ □ ○○○○ □ ○○○○ □ ○○○○

□ ○○○○ □ ○○○○ □ ○○○○ □ ○○○○

□ ○○○○ □ ○○○○ □ ○○○○ □ ○○○○

注 意

１ この証明証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

２ この証明証を亡失し、又は汚損したときは、直ちにその旨を保全責任者に

届け出なければならない。

３ この証明証は、職員の身分を失ったとき、又は有効期間が満了した場合は

直ちに返納しなければならない。

刻印



第３号の２様式（第８条の２関係）

掲示する標識（標準）

寸法の数字はミリメートル

２１０

携帯型情報通信・記録機器

１４８

持込制限中

携帯電話、携帯情報端末（ＰＤＡ 、映像走査機（ハンディ）

スキャナー 、写真機、録音機、ビデオカメラ等、通話、記録）

等の機能を有する機器

注：１ 枠線の太さは、約２ とし、赤色とする。mm
２ 「持込制限中」の文字は、赤色とする。

３ 常時規制を必要とする場合の標識は 「持込制限中」を、

「持込制限区画」に改めたものとする。



第４号様式（第１６条関係）

送 達 票

殿

一連番号 登録番号 秘密区分 名 称 数量

上記のとおり送達する。

年 月 日

保全責任者 氏 名

切 取 線

受 領 証

殿

一連番号 登録番号 秘密区分 名 称 数量

上記のとおり受領した。

年 月 日

受領者 職又は所属

官級又は階級 氏 名

Ａ４



第５号様式（第１７条関係）

数量 発送者
発　送
年月日

接　受
年月日

接受者 通知先
通　知
内　容

通　知
年月日

通　知
方　法

数量 伝達者
送　達
年月日

送達先
受領日

送達先 数量
保　全
責任者

保　管
場　所

定期検
査　の
年月日

貸  出
年月日

数量

貸 出

所属 氏名 確認

注：保全責任者の交替のときは、備考欄に引継年月日及び新旧交替者の官職氏名を記載し、確認しなければならない。

破　　　　　　　　　　　　　　　棄

備  考

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　特　　　別　　　防　　　衛　　　秘　　　密　　　

記　　　録　　　簿　　　

回　　　　　　　　　　　　　　収

管理者
確認

理  由数量
破  棄
年月日

返却実
施者確認

返  納
年月日

貸  出
予  定
期  間

保全責
任者確認

返返納者
確認

数量
回  収
年月日

理  由

保　　　　　　　　管

貸　　出　　者

接　　　　　　　　　　　　受 通　　　　　　　　　　　知 　送　　　　　　　　　　　　　達　　　

保全責
任者確認

回収実
施者確認

保全責
任者確認

管理者
確認



第６号様式（第１９条関係）

特 別 防 衛 秘 密 文 書 等 閲 覧 簿

登録 閲覧 官職 閲覧者 管理者

名称 年月日 時間 場所 所属 備考

番号 理由 氏名 確認 確認

～

～

～

～

注：この閲覧簿は、文書、図画又は物件毎に備え付ける。



第７号様式（第２０条関係）

月 末 点 検 簿

点 検 保全責任者 管理者

保管数量 異状の有無 備 考

年月日 確認 確認

件

部

件

部

件

部

件

部

注：保管数量欄は、原議数を件数、保管数を部数として計上する。



第８号様式（第２３条関係）

引 継 証 明 書

引 継 異状 保全責任者 管理者

保管数量 の 新旧別 確認 備 考

年月日 有無 官 職 氏 名 確認

件 旧

部 新

件 旧

部 新

件 旧

部 新

件 旧

部 新

注：保管数量欄は、原議数を件数、保管数を部数として計上する。


